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【手続補正書】
【提出日】令和3年10月1日(2021.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置が、
　ユーザから第１チャージ額を含む第１チャージ要求を取得するステップと、
　前記ユーザから第２チャージ額を含む第２チャージ要求を取得するステップと、
　前記第１チャージ額と前記第２チャージ額との合計を未集金額として、ユーザと対応づ
けるステップと、
　前記未集金額を前記ユーザに対応付けられた銀行口座の残高から減算させるステップと
、を実行する情報処理方法。
【請求項２】
　前記減算させるステップは、
　前記ユーザの引落しに関する所定の条件を満たす場合に実行される、
　請求項１に記載の情報処理方法。
【請求項３】
　前記引落しに関する所定の条件は、
　　前回前記銀行口座から引落しが行われた時点からの経過時間が所定の時間以上である
場合、
　　前回前記銀行口座から引落しが行われた以降にチャージ要求を受けた回数が、所定の
回数以上である場合、または、
　　前記未集金額が所定の金額以上である場合、のうち少なくとも1つを含む、
　請求項２に記載の情報処理方法。
【請求項４】
　前記引落しに関する所定の条件は、前記ユーザの信用スコアに基づいて決定される、
　請求項２又は３に記載の情報処理方法。
【請求項５】
　前記引落しに関する所定の条件は、前記ユーザによって設定される、
　請求項２～４のいずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項６】
　前記引落しに関する所定の条件を設定したユーザに特典を付与するステップ、を含む、
　請求項２～５のいずれか一項に記載の情報処理方法。



(2) JP 2020-71817 A5 2021.11.18

【請求項７】
　情報処理装置が、
　ユーザから第１チャージ額を含む第１チャージ要求を取得し、前記ユーザから第２チャ
ージ額を含む第２チャージ要求を取得する受付部と、
　前記第１チャージ額と前記第２チャージ額との合計を未集金額として、ユーザと対応づ
ける管理部と、
　前記未集金額を前記ユーザに対応付けられた銀行口座の残高から減算させる処理部と、
を実行する情報処理方法。
【請求項８】
　ユーザから第１チャージ額を含む第１チャージ要求を取得するステップと、
　前記ユーザから第２チャージ額を含む第２チャージ要求を取得するステップと、
　前記第１チャージ額と前記第２チャージ額との合計を未集金額として、ユーザと対応づ
けるステップと、
　前記未集金額を前記ユーザに対応付けられた銀行口座の残高から減算させるステップと
、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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